
 

 

船舶事故調査報告書 
 
 
   船 種 船 名 貨物船 SOUTHERN SPIRIT 

   ＩＭＯ番号 ９１７１１２５ 

   総 ト ン 数 １８,４５９トン 

 

   船 種 船 名 貨物船 第五大黒丸 
   船 舶 番 号 １３５５０８ 
   総 ト ン 数 ４９６トン 
 

   事 故 種 類  衝突 

   発 生 日 時  平成２６年３月５日 １９時４７分ごろ 

   発 生 場 所 愛知県美浜町河和漁港東北東方沖 

           河和漁港南防波堤灯台から真方位０７８°１.８海里付近 

          （概位 北緯３４°４６.４′ 東経１３６°５７.５′） 

 

 

                       平成２６年１２月４日      

            運輸安全委員会（海事専門部会）議決          

                        委   員   庄 司 邦 昭（部会長） 

                   委   員   小須田   敏 

                   委   員   根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

貨物船SOUTHERN
サ ザ ン

 SPIRIT
スピリット

は、船長ほか２１人が乗り組み、愛知県美浜町河和
こ う わ

漁港東

北東方沖を南南東進中、貨物船第五大黒
だいこく

丸は、船長ほか３人が乗り組み、河和漁港東

北東方沖で錨泊中、平成２６年３月５日１９時４７分ごろSOUTHERN SPIRITの左舷と

第五大黒丸の船首とが衝突した。 

SOUTHERN SPIRIT は、左舷中央部外板に凹損及び擦過傷を生じ、第五大黒丸は、船

首ブルワークに設けられた指揮台を破損したが、両船共に死傷者はいなかった。 

 



 

 

＜原因＞ 

本事故は、夜間、河和漁港東北東方沖において、SOUTHERN SPIRITが南南東進中、

第五大黒丸が錨泊中、水先人が第五大黒丸に気付いておらず、また、第五大黒丸船長

が接近するSOUTHERN SPIRITに至近で気付いたため、SOUTHERN SPIRITと第五大黒丸が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 
水先人が、第五大黒丸に気付いていなかったのは、伊勢湾海上交通センター等との

通信を行う前に船首方を確認したところ、支障となるような灯火を視認せず、レー 

ダー画面に他船の映像を認めなかったこと、及び右舷側のＶＨＦ装置の前に立って通

信を行っていたことから、第五大黒丸が、デリックポストによる死角に入っていたこ

とによるものと考えられる。 
SOUTHERN SPIRITの船長等が、第五大黒丸を視認した際、水先人へ報告を行ってい

なかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 
第五大黒丸船長が、接近するSOUTHERN SPIRITに至近で気付いたのは、レーダーを

作動させておらず、船橋内の照明が明るくて周囲が見えにくかったことによるものと

考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船SOUTHERN
サ ザ ン

 SPIRIT
スピリット

は、船長ほか２１人が乗り組み、愛知県美浜町河和
こ う わ

漁港東

北東方沖を南南東進中、貨物船第五大黒
だいこく

丸は、船長ほか３人が乗り組み、河和漁港東

北東方沖で錨泊中、平成２６年３月５日１９時４７分ごろSOUTHERN SPIRITの左舷と

第五大黒丸の船首とが衝突した。 

SOUTHERN SPIRITは、左舷中央部外板に凹損及び擦過傷を生じ、第五大黒丸は、船

首ブルワークに設けられた指揮台を破損したが、両船共に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要   

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２６年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２６年３月６日、１８日、４月２日、１０日、１１日 口述聴取 

平成２６年３月９日、４月６日 現場調査及び口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航経過 

民間の情報関連会社が受信した船舶自動識別装置（以下「ＡＩＳ*1」という。）

の情報記録によれば、平成２６年３月５日１９時４０分ごろから１９時４７分ごろ

までの間の SOUTHERN SPIRIT（以下「Ａ船」という。）の運航の経過は、次表のと

おりであった。 

 

                         
*1 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態等に関する情報を自動的に送受信し、船舶相互間、

陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 



 

- 2 - 

時刻 緯度(北緯) 経度(東経) 船首方位 対地針路 対地速度 

(時:分:秒) (°-' -'') (°-' -'') (°)* (°)* (ノット(kn))

 19:40:10 34-47-39.0 136-56-46.1 154 154 11.7 

 19:40:40 34-47-33.7 136-56-49.3 155 153 11.8 

 19:41:09 34-47-28.3 136-56-52.6 154 154 11.8 

 19:41:39 34-47-23.1 136-56-55.7 155 154 11.9 

 19:42:09 34-47-17.7 136-56-58.9 154 153 12.0 

 19:42:40 34-47-12.3 136-57-02.2 154 154 12.0 

 19:43:10 34-47-06.9 136-57-05.5 154 154 12.1 

 19:43:40 34-47-01.4 136-57-08.9 154 152 12.1 

 19:44:10 34-46-56.0 136-57-12.2 154 154 12.1 

 19:44:30 34-46-52.3 136-57-14.4 154 153 12.2 

 19:44:59 34-46-47.1 136-57-17.6 154 154 12.3 

 19:45:30 34-46-41.3 136-57-21.1 154 153 12.4 

 19:45:59 34-46-36.0 136-57-24.6 160 148 12.4 

 19:46:09 34-46-34.3 136-57-25.8 167 151 12.3 

 19:46:19 34-46-32.8 136-57-26.8 175 154 12.0 

 19:46:31 34-46-30.4 136-57-27.8 185 162 11.5 

 19:46:39 34-46-28.7 136-57-28.2 193 172 10.7 

 19:46:49 34-46-27.2 136-57-28.2 196 185 9.8 

 19:46:54 34-46-26.5 136-57-28.0 195 188 9.6 

 19:46:59 34-46-25.6 136-57-27.8 194 193 9.4 

 19:47:19 34-46-22.6 136-57-26.9 187 192 9.0 

 19:47:30 34-46-21.0 136-57-26.6 184 189 8.8 

  *：船首方位及び対地針路は真方位を示す。以下同じ。 

 

2.1.2 乗組員の口述等による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、Ａ船に

乗船していた水先人及び第五大黒丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長

Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

 (1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａ及び三等航海士（以下「航海士Ａ」という。）ほか２０人

（中華人民共和国籍）が乗り組み、平成２６年３月５日１８時４５分ごろ水
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先人が乗船し、水先人が水先をして１９時００分ごろ愛知県衣浦港を出港し

た。 

水先人は、ＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）でみかわわんポー

トラジオ第２（以下「本件ポートラジオ」という。）に出港の連絡を行い、

付近航行船舶の動静についての情報を要求したところ、入港船が１隻あるの

みという情報を得た。 

水先人は、船長Ａとの意思の疎通に英語を使用し、操船に関する意思疎通

については支障がないと感じていた。 

水先人は、１９時３５分ごろ、衣浦港東防波堤西灯台を通過し、針路を愛

知県南知多町日間賀
ひ ま か

島を船首目標とする１５５°としてＡ船を航行させ、船

長Ａは、陸上の灯火が明るくて海上の灯火が識別しにくいと感じており、 

レーダー画面には海面反射の映像が現れていたものの、船舶の映像を認めず、

付近に他船を視認しなかった。 

水先人は、本件ポートラジオに出港の報告を、伊勢湾海上交通センター

（以下「伊勢湾マーチス」という。）に伊良湖水道航行予定時刻を、また、

パイロットボートに下船予定時刻をそれぞれ連絡しようと思い、安全を期す

ために船首方の確認を行ったところ、支障となるような灯火を視認せず、ま

た、レーダー画面に他船の映像を認めず、ＥＣＤＩＳ*2でＡＩＳ情報を確認

したところ、支障となりそうな船舶も認めなかったので、これからＶＨＦで

連絡を取る旨を船長Ａに伝えた。 

Ａ船の船橋には、左右両舷にそれぞれＶＨＦ装置があり、水先人は、当初

左舷側の装置を用いるつもりだったが、故障していると思ったので、右舷側

の装置で通信をしたところ、北西の強風が吹き、伊良湖水道航路を通過する

船が多く、それらの船舶が通信を行うので、通信が混雑しており、伊勢湾 

マーチスと連絡が取れない状況が続いた。 

Ａ船は、船橋前の甲板中央に荷役に用いるデリックポストが立ち並び、水

先人が立って通信を行っていた右舷側のＶＨＦ装置の前からは、左舷船首方

に死角（視界が制限される状態）が生じていた。 

船長Ａ及び航海士Ａは、１９時４０分ごろ、１５３°２海里（Ｍ）付近に

ゆっくり移動しているＢ船を視認し、航海士Ａが水先人に報告し、船長Ａは、

Ｂ船が左舷対左舷で通過するように見えたので、問題はないと思ったが、航

                         
*2  「ＥＣＤＩＳ」とは、Electronic Chart Display and Information System （電子海図情報表示

システム）の略語であり、ＩＨＯ（国際水路機関）の基準を満たす公式電子海図（航海用電子海図

又は航海用ラスター海図）上に自船の位置を表示するほか、レーダー、予定航路等その他の情報を

重ねて表示することができ、また、浅瀬等への接近警報を発する機能を持つ装置をいう。 
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海士Ａが船橋の左舷側で、船長Ａが右舷側でそれぞれＢ船の動静を監視した。 

航海士Ａは、１９時４３分ごろ、船長Ａに対し、Ｂ船の方位に変化がなく、

衝突のおそれがある旨を伝え、ＡＩＳ情報を確認したが、Ｂ船の情報は得ら

れなかった。 

船長Ａは、水先人のＶＨＦによるかなり長い間の交信を聞いていたが、日

本語が分からないので、内容は理解できず、レーダー画面を確認したところ、

Ｂ船の映像はなかった。 

船長Ａは、船橋の左舷側に移動し、左舷船首方のＢ船を確認し、衝突のお

それがあると思ったので、１９時４４分ごろ発光信号を行ったが、Ｂ船から

は反応がなかった。 

船長Ａは、水先人が何も指示を出さないので、どうするか考えていたが、

Ａ船が、その間にもＢ船に接近した。 

水先人は、１９時４６分ごろ、船長Ａから前方に船がいるという報告を受

け、船首方を見たところ、左舷船首方至近に停泊灯及び甲板の作業灯を点灯

したＢ船を認めた。 

水先人は、船長Ａ及び航海士Ａが、もっと早い時点でＢ船に気付いていた

のかもしれないと思ったが、このとき初めてＢ船を認識し、このままではＢ

船と衝突すると思い、右舵一杯を令し、Ａ船が右転を始め、Ａ船の船首がＢ

船の船首を通過すると左舵一杯を令したが、１９時４７分ごろＡ船の左舷中

央部とＢ船の船首とが衝突した。 

船長Ａは、衝突後、ＶＨＦでＢ船に呼び掛けたが、Ｂ船から応答はなかっ

た。 

水先人は、１９時５０分ごろ、海上保安庁に衝突を通報し、Ａ船及びＢ船

の状況を確認するため、河和漁港南東方沖に錨泊し、Ｂ船にＶＨＦで呼び掛

けたが、応答はなかった。 

水先人は、船長Ａが、Ｂ船に対して発光信号を行ったかどうかを知らず、

また、本事故後に衝突の状況について、船長Ａと協議を行った際、船長Ａが

Ｂ船を反航船であると認識していたことを知った。 

水先人は、本事故海域が航路沿いであり、過去に錨泊船を見たことがな 

かったので、本事故当時、錨泊船がいるとは思っておらず、本事故後、衣浦

港出港時、Ａ船のレーダー画面に防波堤や陸地の映像が映っていたことから、

レーダーは作動していたものの、船橋前方のデリックポストにより、レー 

ダーに遮
しゃ

影
えい

区間が生じ、Ｂ船がその区間にいたため、レーダー画面で映像を

認識できなかったものと思い、また、ＶＨＦによる通信を行う前に船首方を

確認した際、Ａ船を日間賀島に向首させていたことから、Ｂ船の船灯が、日



 

- 5 - 

間賀島の街の灯火に紛れて認識できなかったのかもしれないと思った。 

 (2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、鋼管３２８ｔを積載し、岡山県倉敷

市水島港の玉島地区に向けて航行していたが、船長Ｂが、テレビの天気予報

等で低気圧の接近を知り、可能な限り、西進しようと考えていたものの、天

候悪化が確実に予測されたので、低気圧を避けるため、愛知県知多湾へ向け

て航行し、３月５日０９時１０分ごろ伊勢湾マーチスへ錨泊を行う旨の通報

を行い、河和漁港東北東方沖で１１時２０分ごろ錨泊を開始した。 

船長Ｂは、過去に本事故発生海域において、錨泊を行って台風等を避けた

経験が約３～４回あり、荒天時には本事故海域で錨泊船を多く見掛けていた

ことから、本事故海域を錨地として選択し、陸岸近くには漁具がかなり入っ

ているという情報を得ていたため、風が強くなって振れ回りが大きくなった

ときに漁具と接触しないようにと考え、陸岸から離れた場所に錨を入れた。 

Ｂ船は、日没時に停泊灯、左右両舷通路灯、船首甲板の作業灯及び船橋内

の照明を点灯した。 

船長Ｂは、１８時３０分ごろ前直者と交替し、船橋において、船橋中央部

の操舵装置の前に置かれた椅子に座って単独で守錨当直を行い、次第に風速

が増加してＢ船が正常に振れ回り運動を行っていることを感じており、船橋

の窓の外を見たところ、右舷方からＡ船が至近に接近していることに気付い

たが、Ｂ船の機関が停止しており、注意喚起を行うなどの余裕もなく、何も

できず、１９時４７分ごろＢ船とＡ船とが衝突し、Ｂ船の船首ブルワークに

設けられた指揮台（以下「船首指揮台」という。）が破損した。 

船長Ｂは、Ａ船からの発光信号を認めておらず、船橋内の照明が明るくて

周囲がよく見えなかった。 

船長Ｂは、海上保安庁に通報し、船舶所有者に連絡を入れ、乗組員及び船

体各部の状況確認を行い、海上保安庁と連絡を行っていたので、Ａ船との連

絡は行わず、Ａ船から呼び掛けられたこともなかった。 

 

本事故の発生日時は、平成２６年３月５日１９時４７分ごろで、発生場所は、河和

漁港南防波堤灯台から０７８°１.８Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の船橋からの視界の状況、

写真３ Ｂ船 参照） 

 

２.２  人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、死傷者はいなかった。 
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２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

現場調査並びに船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

左舷中央部外板に約３ｍ及び約４ｍの凹損が、また、長さ約２３ｍにわたっ

て擦過傷が生じた。 

  (2) Ｂ船 

    船首指揮台に長さ約５ｍにわたって凹損及び割損が生じた。 

 

２.４ 水先人及び乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状 

   ① 船長Ａ 男性 ４４歳 国籍 中華人民共和国 

      暫定締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 不詳 

（２０１４年５月２５日まで有効） 

② 水先人 男性 ７１歳 

   伊勢三河湾水先区１級水先人水先免状 

    免 許 年 月 日 平成８年１２月１７日 

    免状交付年月日 平成２３年１１月２４日 

    有効期間満了日 平成２６年１２月１６日 

③ 船長Ｂ 男性 ４６歳 

      五級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 平成１０年１０月８日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成２１年５月２７日 

       免状有効期間満了日 平成２６年５月２６日 

 

(2) 主な乗船履歴等 

① 船長Ａ 

  船長Ａの口述によれば、衣浦港へ入港したのは、初めてであった。 

② 水先人 

  水先人の口述によれば、次のとおりであった。 

 ａ 主な乗船履歴 

乗船履歴が約１６年、船長経験が約４年あり、平成９年１月から水先業

務に従事し、約５,０００隻以上の水先経験があり、衣浦港からの水先経

験は、約３０回以上であった。 
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ｂ 健康状態 

健康状態は良好であり、持病もなく、視力が裸眼で両眼共に１.２であ

り、細かいところを見るときに眼鏡を使用していたが、本事故当時、眼鏡

を使用しておらず、アルコール類を摂取していなかった。 

③ 船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

乗船履歴が約２０年、船長経験が約７年であり、本船に乗船して約３年

になり、衣浦港への出入港は、年間３～４回ほどであった。 

ｂ 健康状態 

健康状態に問題はなく、当日の体調も良好であった。視力は裸眼で両眼

共に１.０であり、本事故当時、眼鏡を使用しておらず、アルコール類を

摂取していなかった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

ＩＭＯ番号  ９１７１１２５ 

船 籍 港  パナマ（パナマ共和国） 

船舶所有者  GRAND RICH LINE INC（台湾） 

船舶管理会社  World Way Shipping Agency & Chartering Co., LTD

（台湾） 

総 ト ン 数  １８,４５９トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １７０.０３ｍ×２７.４０ｍ×１４.００ｍ 

船 質  鋼 

機 関  ディーゼル機関１基 

出 力  ６,６１９kＷ 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

進水年月日  １９９８年７月３１日 

乗 組 員  ２２人（中華人民共和国籍２２人） 

(2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  １３５５０８ 

     船 籍 港  徳島県阿南市 

     船舶所有者  英幸海運有限会社、兵機海運株式会社 

     船舶管理会社  英幸海運有限会社 
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     総 ト ン 数  ４９６トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ７４.９７ｍ×１１.５０ｍ×７.１０ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  ７３５kＷ 

     進水年月日  平成８年８月２５日 

 

2.5.2 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

船橋前の甲板中央部には、直径約３.２ｍのデリックポスト４本が縦列に

並び、船橋内の立ち位置によっては、前方の視界が制限され、死角が生じる

ことがあった。 

水先人の口述によれば、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、

船橋の左舷側には、発光信号器が、電源スイッチが入った状態で置かれてい

た。 
船長Ａの口述によれば、Ａ船左舷側のＶＨＦは、送信スイッチが固くて操

作しにくくなっていた。 
(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、

本事故当時、主機は停止しており、レーダーは作動させておらず、ＡＩＳは

なかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

     (1) 事故発生場所の南南東方約２.２Ｍに位置する南知多地域気象観測所の本

事故当日１９時５０分の観測値は、次のとおりであった。 

風向 北西、風速 ８.７m/s、気温 ７.９℃、降水量 ０.０mm 

また、本事故当時、半田市には強風注意報及び波浪注意報が発表されて

いた。 

     (2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、南知多町師崎における本事故当時の潮

汐は、下げ潮の中央期であった。 

(3) 海上保安庁海洋情報部ホームページの潮汐推算によれば、伊良湖におけ

る２０時００分の潮高は１６８㎝であった。 
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2.6.2 乗組員の観測 

  船長Ａ、水先人及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａ 

風向 北西、風速 約７～８m/s、波高 約２ｍ 

     (2) 水先人 

天気 曇り、視界 良好、風向 北西、風速 約１２～１３m/s、波向 

北西、波高 約１～２ｍ 

(3) 船長Ｂ 

      風向 北西、風速 約１５～１６m/s 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

海上保安庁刊行の本州南・東岸水路誌（平成２３年３月刊行）によれば、知多湾に

ついては、次のとおりであった。 

知多半島の東側にあり、湾の北半分は衣浦港である。湾の東、西両岸は低く、東側

沿岸は遠浅である。 

湾内の水深は、師崎水道付近を除き１５ｍ以下で、湾の南部東側には水深５ｍ以下

の州が広がっている。 

湾内の沿岸一帯に、ワカメなどの養殖施設が多数設置されているので注意を要する。 

また、海図Ｗ１０５２によれば、本事故発生海域の北東方にはのりひびありとの、

北方約３.５Ｍには錨地の、周辺沿岸部の各所には魚礁の記載がそれぞれある。 

 

２.８ その他の事項 

 2.8.1 水先に関する国際条約の情報 

１９７８年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約  

（ＳＴＣＷ条約Ａ部第８章第３－１部）には、水先人が乗船している場合の航行に

ついて、次のとおり定められている。 

(1)  船舶の安全についての船長及び航海当直を担当する職員の任務及び義務

は、水先人の任務及び義務にかかわらず、水先人が乗船していることによ

り解除されない。船長及び水先人は、航行の手順、現地の事情及び船舶の

特性に関する情報を相互に交換しなければならず、かつ、船長及び／又は

航海当直を担当する職員は、水先人と密接に協力し、かつ、船位及び動向

を常に正確に確認しなければならない。 

(2)  航海当直を担当する職員は、水先人の行動又は意図について何らかの疑

問がある場合には、水先人に説明を求めなければならない。それにもかか

わらず疑問が残る場合には、直ちに船長に通報するとともに、船長が来る
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前に、必要と考えられるすべての措置をとらなければならない。 

 

 2.8.2 その他の情報 

伊勢三河湾水先区水先人会の水先約款（第１章総則第２条）には、水先人の地位

について、次のとおり記載されている。 

   (1) 水先人は、船舶交通の安全を図り、あわせて船舶の運航能率の増進に資す

るため、船長に助言する者としての資格において、水先業務に誠実に従事す

るものであり、安全運航に対する船長の権限及びその責任は、水先人の乗船

によって変更されるものではない。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況  

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、水先人の水先により、衣浦港を出港して平成２６年３月５日１９

時３５分ごろ衣浦港東防波堤西灯台を通過し、針路を日間賀島を船首目標と

する約１５５°に定め、約１２kn の速力で航行した。 

(2) 水先人は、伊勢湾マーチス等へ連絡しようと思って船首方を確認したとこ

ろ、船首方に支障となるような灯火を視認せず、レーダー画面に他船の映像

を認めず、ＥＣＤＩＳのＡＩＳ情報でも、支障となりそうな船舶を認めな 

かった。 

(3) 水先人は、船長Ａに連絡を行う旨を伝え、右舷側のＶＨＦ装置の前に立っ

て通信をしたところ、通信が混雑しており、伊勢湾マーチスと連絡が取れな

い状況が続いたが、水先人が立って通信を行っていた位置からは、Ａ船の船

橋前の甲板中央部に立ち並ぶデリックポストにより、左舷船首方に死角が生

じていた。 

 (4) 航海士Ａ及び船長Ａは、１９時４０分ごろ、１５３°１.５Ｍ付近にＢ船

を視認した。  

(5) 航海士Ａは、１９時４３分ごろ、船長Ａに対し、Ａ船がＢ船と衝突するお

それがある旨を報告した。 

(6) 船長Ａは、Ａ船がＢ船に向けて接近を続けたが、水先人が何も指示を出さ

ないので、どうするか考えていた。 

   (7) 水先人は、１９時４６分ごろ、船長Ａから船首方に船がいるとの報告を受



 

- 11 - 

け、船首方を確認して左舷船首方至近にＢ船を認め、右舵一杯を令してＡ船

が右転を始め、Ａ船の船首がＢ船の船首を通過すると左舵一杯を令したが、

１９時４７分ごろＡ船の左舷中央部とＢ船の船首が衝突した。 

   (8) Ｂ船は、１１時２０分ごろ河和漁港東北東方沖で錨泊を開始し、船長Ｂが、

船橋で守錨当直中、接近するＡ船に至近で気付いたが、何も動作をとること

ができず、Ａ船が衝突した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２６年３月５日１９時４７分ごろで、発

生場所は、河和漁港南防波堤灯台から０７８°１.８Ｍ付近であったものと考えら

れる。 

 

 3.1.3 損傷の状況 

  2.1.2 及び２.３から、次のとおりであったものと認められる。 

   (1) Ａ船 

左舷中央部外板に約３ｍ及び約４ｍの凹損が、また、長さ約２３ｍにわ 

たって擦過傷が生じた。 

   (2) Ｂ船 

船首指揮台に長さ約５ｍにわたって凹損及び割損が生じた。 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び水先人の状況 

２.４から、船長Ａは、適法で有効な暫定締約国資格受有者承認証を、船長Ｂは、

適法で有効な海技免状を、水先人は、適法で有効な水先免状をそれぞれ有していた。

また、水先人は、本海域での水先回数が３０回を超えていたものと考えられる。 

 

   3.2.2 船舶の状況 

    2.1.2 及び 2.5.2 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられるが、

船橋前部甲板の中央部にデリックポスト４本が縦列に並び、船橋内の立ち位

置によって前方の視界が制限され、死角が生じていたと考えられ、また、 

レーダーにはデリックポストによる遮影区間があった可能性があると考えら

れる。 
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   (2) Ｂ船 

船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられ、停泊

灯、左右両舷通路灯、船首甲板の作業灯及び船橋内の照明を点灯し、主機は

停止していたものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

２.６から、天気は曇り、風向 北西、風力 ６、波向 北西、波高 約２ｍ、

潮汐は下げ潮の中央期であり、強風注意報及び波浪注意報が発表されていたものと

考えられる。 

 

 3.2.4 衝突前の船橋内の状況及び衝突に至る解析 

  ２.１、2.5.2、２.８、３.１及び 3.2.2 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

① 船長Ａ及び航海士Ａ 

船長Ａ及び航海士Ａは、１９時４０分ごろ１５３°１.５Ｍ付近にＢ船

を視認したものと考えられる。 

船長Ａは、１９時４３分ごろ、航海士Ａから、Ｂ船の方位に変化がなく、

衝突のおそれがある旨を伝えられ、左舷船首方のＢ船を確認し、衝突のお

それがあると思ったものの、Ａ船がＢ船に向けて接近を続けており、水先

人が何も指示を出さないので、どうするか考えていたものと考えられる。 

船長Ａは、何も指示を出さないことについて、水先人に説明を求める必

要があったものの、説明を求めなかったものと考えられる。 

航海士Ａは、１９時４０分ごろＢ船を視認し、水先人に報告したと口述

しているが、水先人は、１９時４６分ごろ、船長Ａからの報告により、至

近にＢ船を認め、避航動作をとったと口述しており、１９時４７分ごろＡ

船とＢ船が衝突したことから、１９時４０分ごろには船長Ａ及び航海士Ａ

から報告は行われていなかった可能性があると考えられる。 

    ② 水先人 

水先人は、伊勢湾マーチス等との通信を行う前に船首方を確認したとこ

ろ、支障となるような灯火を視認せず、レーダー画面に他船の映像を認め

なかったことから、Ｂ船に気付かなかったものと考えられる。 

水先人は、Ｂ船の船灯が日間賀島の街の灯火に紛れていたことから、認

識できず、また、Ｂ船がレーダーの遮影区間に入っており、レーダー画面

でＢ船の映像を認めることができなかった可能性があると考えられる。 

水先人は、右舷側のＶＨＦ装置の前に立って通信を行っており、Ｂ船が、
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デリックポストによる死角に入っていたことから、Ｂ船に気付かず、１９

時４６分ごろ、船長Ａからの報告により、至近にＢ船を認めたものと考え

られる。 

    ③ Ａ船は、河和漁港東北東方沖を南南東進中、水先人がＢ船に気付いてい

なかったことから、船長Ａからの報告により、至近にＢ船を認め、避航動

作をとったものの、Ａ船とＢ船が衝突したものと考えられる。 

      船長Ａ及び航海士Ａは、前記①記載のとおり、Ｂ船を視認したが、水先

人への報告を行っていなかった可能性があると考えられるが、報告が行わ

れていれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

      したがって、船長Ａ等が、Ｂ船を視認した際、水先人への報告を行って

いなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

   (2) Ｂ船 

船長Ｂは、船橋で守錨当直中、レーダーを作動させておらず、船橋内の照

明が明るくて周囲が見えにくかったので、接近するＡ船に至近で気付いたこ

とから、何も動作をとることができず、Ｂ船とＡ船が衝突したものと考えら

れる。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、３.１、3.2.2 及び 3.2.4 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、水先人の水先により、３月５日１９時３５分ごろ衣浦港東防波堤

西灯台を通過し、日間賀島を船首目標とする約１５５°の針路に定め、約 

１２kn の速力で航行した。 

(2) 水先人は、伊勢湾マーチス等との通信を行う前に船首方を確認したところ、

支障となるような灯火を視認せず、レーダー画面に他船の映像を認めなかっ

たことから、Ｂ船に気付かなかったものと考えられる。 

         水先人は、Ｂ船の灯火が日間賀島の街の明かりに紛れていたことから、視

認できず、Ｂ船がレーダーの遮影区間に入っており、レーダー画面でＢ船の

映像を認めることができなかった可能性があると考えられる。 

(3) 水先人は、右舷側のＶＨＦ装置の前に立って通信を行っており、Ｂ船が、

デリックポストによる死角に入っていたことから、Ｂ船に気付かなかったも

のと考えられる。 

(4) 船長Ａ及び航海士Ａは、１９時４０分ごろ１５３°１.５Ｍ付近にＢ船を

視認したが、水先人への報告を行っていなかった可能性があると考えられる。 

     船長Ａ等が、Ｂ船を視認した際、水先人へ報告を行っていなかったことは、

本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 
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(5) 船長Ａは、左舷船首方のＢ船を確認し、衝突のおそれがあると思ったもの

の、Ａ船がＢ船に向けて接近を続けており、水先人が何も指示を出さないの

で、どうするか考えており、何も指示を出さないことについて、水先人に説

明を求めなかったものと考えられる。 

(6) 水先人は、Ｂ船に気付いていなかったことから、船長Ａからの報告により、

至近にＢ船を認め、避航動作をとったものの、Ａ船とＢ船が衝突したものと

考えられる。 

(7) Ｂ船は、１１時２０分ごろ、河和漁港東北東方沖で錨泊を開始し、船長Ｂ

が、船橋で守錨当直中、レーダーを作動させておらず、船橋内の照明が明る

くて周囲が見えにくかったので、接近するＡ船に至近で気付いたことから、

何も動作をとることができず、Ｂ船とＡ船が衝突したものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、夜間、河和漁港東北東方沖において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が錨泊中、

水先人がＢ船に気付いておらず、また、船長Ｂが接近するＡ船に至近で気付いたため、

Ａ船とＢ船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 
水先人が、Ｂ船に気付いていなかったのは、伊勢湾マーチス等との通信を行う前に

船首方を確認したところ、支障となるような灯火を視認せず、レーダー画面に他船の

映像を認めなかったこと、及び右舷側のＶＨＦ装置の前に立って通信を行っていたこ

とから、Ｂ船が、デリックポストによる死角に入っていたことによるものと考えられ

る。 
船長Ａ等が、Ｂ船を視認した際、水先人へ報告を行っていなかったことは、本事故

の発生に関与した可能性があると考えられる。 
船長Ｂが、接近するＡ船に至近で気付いたのは、レーダーを作動させておらず、船

橋内の照明が明るくて周囲が見えにくかったことによるものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、夜間、河和漁港東北東方沖において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が錨泊中、

水先人がＢ船に気付いておらず、また、船長Ｂが接近するＡ船に至近で気付いたため、

Ａ船とＢ船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 
船長Ａ等が、Ｂ船を視認した際、水先人への報告を行っていなかったことは、本事故
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の発生に関与した可能性があると考えられる。 
船長Ｂが、接近するＡ船に至近で気付いたのは、レーダーを作動させておらず、船

橋内の照明が明るくて周囲が見えにくかったことによるものと考えられる。 
したがって、水先人は、乗組員との意思疎通を十分に図り、航行の安全に係る情報

が速やかに乗組員から報告されるよう努め、また、船長Ａは、水先人との意思疎通を

十分に図り、水先人の操船に疑問があるときは、説明を求めることが必要であるもの

と考えられる。 
Ｂ船は、守錨当直中、他船等の状況を適切に把握できるよう、レーダーを作動させ

るとともに、船橋の照明灯に注意する必要がある。 
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ Ａ船 

 

写真２ Ａ船の船橋からの視界の状況 
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写真３ Ｂ船 

 


